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市
は
、よ
り
多
く
の
市
民
の
意

見
を
市
政
に
反
映
さ
せ
、皆
さ
ん

の
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
市
政
運
営
を

す
る
た
め
、無
作
為
抽
出
方
式
で

審
議
会
な
ど
の
委
員
を
募
集
し
ま

す
。

　

募
集
方
法
は
、無
作
為
に
抽
出

し
た
市
内
在
住
の
20
歳
以
上
の
人

に
、審
議
会
等
公
募
委
員
候
補
者

名
簿
登
録
の
案
内
を
送
付
し
ま
す

の
で
、承
諾
す
る
場
合
は
、必
要
事

項
を
記
入
し
、書
類
を
返
送
し
て

く
だ
さ
い
。

　

審
議
会
な
ど
で
委
員
改
選
や
欠

員
が
生
じ
、公
募
し
て
も
応
募
が

な
い
場
合
、承
諾
し
た
人
の
中
か

ら
、委
員
就
任
の
依
頼
を
し
ま
す
。

　

な
お
、名
簿
に
登
録
さ
れ
て
も

必
ず
委
員
に
就
任
す
る
わ
け
で
は

な
く
、会
議
内
容
な
ど
の
説
明
を

聞
い
た
上
で
、就
任
す
る
か
ど
う

か
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、委
員
に
は
専
門
的
な
知
識

や
経
験
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、委
員
に
就
任
さ
れ
た
際
に
は
、

市
民
の
視
点
か
ら
率
直
な
意
見
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
と
協
働
の
ま
ち

づ
く
り
を
推
進
し
て
い
る
た
め
、

案
内
が
届
い
た
人
は
、名
簿
へ
の

登
録
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。
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市
内
の
青
年
を
対
象
に
ス
ノ
ー

ボ
ー
ド
教
室
を
開
催
し
ま
す
。イ

ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
が
楽
し
く
分
か

り
や
す
く
指
導
し
ま
す
。

平
成
31
年
１
月
20
日（
日
）

午
前
７
時
〜
午
後
６
時
30
分

登米市は自主財源を確保するため、広報とめに有料広告を掲載しています。
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手
話
教
室
の
受
講
生
を
募
集
し

ま
す
。

❶
11
月
26
日（
月
）❷
11
月

30
日（
金
）❸
12
月
３
日（
月
）❹
12

月
７
日（
金
）❺
12
月
10
日（
月
）午

前
９
時
30
分
〜
11
時
30
分

市
役
所
南
方
庁
舎（
２
階

中
会
議
室
）市

内
に
在
住
ま
た
は
勤

務
し
、障
が
い
福
祉
や
手
話
に
関

心
が
あ
る
人

市
手
話
通
訳
相
談
員
・
ゲ

ス
ト
講
師（
聴
覚
障
が
い
者
）

聴
覚
障
が
い
者
や
手
話
に

つ
い
て
の
理
解
、あ
い
さ
つ
、自
己

紹
介
、簡
単
な
会
話

20
人
程
度（
定
員
に

な
り
次
第
締
め
切
り
）

無
料電

話
、フ
ァ
ク
シ
ミ

リ（
住
所
、氏
名
、電
話
番
号
、手
話

教
室
受
講
希
望
と
明
記
の
上
、送

信
し
て
く
だ
さ
い
）

福
祉

事
務
所
生
活
福
祉
課（
障
害
福
祉

係
）
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月
間
予
定
表
、日
記
、最
新

の
統
計
資
料
、仕
事
・
生
活
に
役
立

　

老
齢
年
金
は
、所
得
税
法
上
で

「
雑
所
得
」と
し
て
課
税
対
象
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

65
歳
未
満
で
、そ
の
年
の
受
給

額
が
１
０
８
万
円
以
上
、65
歳
以

上
で
１
５
８
万
円
以
上
の
人
は
、

原
則
と
し
て
所
得
税
が
課
税
さ
れ

ま
す
。こ
の
年
金
額
よ
り
少
な
い

場
合
は
所
得
税
の
源
泉
徴
収
は
さ

れ
ま
せ
ん
が
、他
の
公
的
年
金
や

年
金
以
外
の
所
得
が
あ
る
場
合
は

課
税
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

老
齢
年
金
受
給
者
に
は
、１
月

中
に
前
年
分
の「
源
泉
徴
収
票
」が

送
付
さ
れ
ま
す
。確
定
申
告
な
ど

の
際
に
必
要
で
す
の
で
、大
切
に

保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、障
害
年
金
や
遺
族
年
金

は
課
税
の
対
象
と
な
ら
な
い
た

め
、源
泉
徴
収
票
は
送
付
さ
れ
ま

せ
ん
。万
が
一
、源
泉
徴
収
票
を
紛

失
し
た
場
合
や
届
か
な
い
場
合
に

は
、ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
で
再
交

付
の
受
け
付
け
を
し
て
い
ま
す
。
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※
問
い
合
わ
せ
の
際
は
、基
礎
年

金
番
号
が
分
か
る
も
の
を
ご
用
意

く
だ
さ
い
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活
部
国
保
年
金
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年

金
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療
係
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つ
資
料
な
ど

５
０
０
円（
税
込
）

各
総
合
支
所
市
民
課

で
販
売
。取
扱
時
間
は
午
前
８
時

30
分
〜
午
後
５
時
15
分（
土
、日
、

祝
日
を
除
く
）12

月
28
日（
金
）ま
で

※
在
庫
が
な
く
な
り
次
第
販
売
終

了

企
画
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冬
は
、家
庭
や
職
場
な
ど
で
油

類
を
取
り
扱
う
機
会
が
増
え
ま

す
。近
年
、ホ
ー
ム
タ
ン
ク
や
農
作

業
機
械
な
ど
か
ら
油
類
が
漏
れ
、

河
川
に
流
れ
出
す
事
故
が
発
生
し

て
い
ま
す
。

　

流
れ
た
油
類
は
、河
川
を
汚
染

す
る
ほ
か
、火
災
の
原
因
と
な
り
、

生
命
や
財
産
が
失
わ
れ
る
危
険
性

も
あ
り
ま
す
。ま
た
、油
類
の
回
収

や
処
理
費
用
は
、流
出
者
の
負
担

に
な
る
の
で
、油
類
の
取
り
扱
い

に
は
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、油
類
が
流
出
し
た
場
合

は
、速
や
か
に
市
役
所
ま
た
は
消

防
署
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
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民
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※「審議会等公募委員候補者名簿」に登録した個人情報は、市の個人情報保護条例に基づいて管理し、他の目的には使用しません
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　舞台音響設備の改修工事のため、12月10日（月）から平成31年
3月31日（日）まで、大・小ホールの利用はできません。なお、練習
室と和室は利用可能です。
　ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いします。
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